
令
和
三
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務

省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済

産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査

の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の

様
式
の
特
例
に
関
す
る
命
令

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
を
実
施
す
る
た

め
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状

物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
の
際
に
携
帯
す
る

職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
命

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状

物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
自
動
車
運
送
事
業
者
等
以

外
の
事
業
者
に
係
る
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
排

出
の
抑
制
の
た
め
の
計
画
の
提
出
方
法
等
を
定
め
る
命

令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務

省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水

産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一

号
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
（
本
則
関
係
）

 

 

 

  

写 

真 

 

別記様式（本則関係） 

（第１面） 

（第２面） 

 

（備考）１ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 
２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載

すること。 

３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合

は「－」を記載すること。 

４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、そ

の全部又は一部を裏面に記載することができる。 

５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

       

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

  

 

年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

        

都道府県知事（市町村長・区長）   印 

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印のあ

る法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 
  

  

  

  

  

  

  
 

1


